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２０２３年８月１４日
新潟労働局長 様

異 議 申 立 書

レインボーユニオン
代表 山崎 武央

今年度の新潟県最低賃金の審議にあたり、手続き上の問題があるので、再度審議を行っ
ていただきたい。また、答申金額は、労働者の生計費を満たさないので、見直していただ
きたい。

１ 審議のプロセスが不透明で道理のある異議申立てが困難である

最低賃金法において異議申立の手続きを定めているが、異議申立期間中に公示される最
低賃金審議会の意見の要旨が著しく不十分であれば、異議申立てしようとする者は、道理
のある異議申立てをすることができない。
２０１７年度新潟県最低賃金を決定するために開催された計４回の専門部会では、労使

双方の提示した金額とその理由が明確にされながら審議が進んだ（資料No.1）。しかし、
今年度の議事は、二者協議の経過は全体会議に報告されず、議事録にも残らなかった。こ
れでは、議論の経過がわからず、異議申立てをしようにも困難である。
２０２３年４月６日開催の第１１回中央最低賃金審議会目安制度の在り方に関する全員

協議会で配布された資料には、「議事の公開が議論になるのは、外から見て、目安審議に
おける議論のプロセスに不透明感があるということかと思う」という意見が掲載されてい
る。議事が非公開でも金額やその理由を明らかにした全体会議が議事録として記録された
以前と比べて、公開となったにもかかわらずすべて二者協議で審議が進行し、記録にすら
残らないでは本末転倒である。今年度の審議は、まさにこの不透明感を拭い去れないもの
だった。
長野（資料No.2)や鹿児島（資料No.3)では、審議途中の金額も報道されており、新潟

とは対照的である。
今年度の異議申立は、審議のプロセスをうかがい知ることができず、最低賃金法が想定

する手続きを踏んでいないため、適切な意見の要旨を公示できるように改めて正しい手続
きで審議を行っていただきたい。

２ 答申金額は労働者の生計費を満たさない
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静岡県立大学の中澤秀一准教授が行った最低生計費試算調査では、健康で文化的な最低
限度の生活を送るためには、全国どこでも時給１，５００円以上が必要であることを明ら
かにしている。
連合リビングウェイジでは、新潟県では、自動車を保有していなくても、時給１０３０

円を必要とする。
最低賃金の決定に関するＩＬＯ条約（第１３１号・日本は１９７１年に批准）には、「最

低賃金水準の決定にあたり考慮すべき要素」として、「労働者と家族の必要であって国内
の一般的賃金水準、生計費、社会保障給付及び他の社会的集団の相対的生活水準を考慮し
たもの」とあるとおり、家族生活を前提としている。したがって、最低賃金と生活保護と
の比較においては、若年一人世帯ではなく、ひとり親世帯の保護世帯と比較することが適
当である。新潟市に住む親（２０歳～４０歳）と子（０歳～２歳）の保護世帯の保護費は、
月額１８３，８８０円であり、これを時給に換算すれば、（さまざまな計算方式はあるも
のの）時給１，０００円を超える。
いずれにせよ、これらより低い答申金額は、労働者の生計費を満たさないことは明白で

あり、最低賃金法第９条第２項の労働者の生計費が考慮されていないから、見直していた
だきたい。

以 上
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添付資料

No.1 平成29年度新潟県最低賃金専門部会第1回から第4回の議事録
全体会議で労使双方の提示した金額やその理由が明らかにされている

ｐ１～３３

No.2 信濃毎日新聞デジタル「長野県内最低賃金引き上げ案提示 労働者側46円、使用
者側22円」 2023年8月3日

審議途中の金額が報じられている
ｐ３４

No.3 鹿児島ニュースKTS「最低賃金 全国最低の853円 専門部会で本格的な議論始ま
る 鹿児島」 2023年8月3日

審議途中の金額が報じられている
ｐ３５～３６

※ページ番号は、用紙右下の手書きの数字


